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「令和７年度 第１回青森県渋滞対策推進協議会」が８月１日に開催されました。本協議会では、
道路交通に関係する関係者が集まり、県内の慢性的な渋滞を少しでも減らすために、対策を話し
合い、改善に取組んでおります。

今後とも青森県内の渋滞箇所を無くすべく、関係機関との協力の下、交通状況のモニタリングの実施な
ど引続き、渋滞の緩和・解消に取組んでまいります。本協議会は第２回を来年２月に予定しております。
詳しくは https://www.thr.mlit.go.jp/aomori/road/topic/tra_con/kaisaijokyo.html をご確認ください。

・ひろさきMaaS（公共交通機関について定額
利用できるサービス）について、今年１・２
月に社会実験を実施し、公共交通へのシフト
が見られ一定の成果を確認しました。

・TDM※施策に対して、認知度向上のため、
１０月に予定されるスマートムーブ通勤月間
に合わせ施策を青森市、弘前市、八戸市と同
時に実施し、広報連携・拡大を行います。

・データ等の活用により、求められる道路
サービスレベルに対して局所的な課題が生じ
ている箇所の分析を行い、改善を実施する局
所渋滞対策について、今後実施可能な場所で
進めていくことを確認しました。

渋滞対策推進協議会の様子

第１回青森県渋滞対策推進協議会 開催！

※TDMとは？

車の利用者に対して、経路変更や公共交通
機関の利用拡大、時差出勤を促すことで、
渋滞を緩和する取り組みです。

交通需要マネジメント
（Transportation Demand Management)

公共交通機関 時差出勤

WEB会議併用で行いました。

経路変更

主な議論内容
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